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令 和 ８ 年 ５ 月 2 5 日  

建 設 局 

（公財）東京都公園協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 募集数 6,903か所（体） 

霊 園 名 種 別 募 集 数 
申込 

区分 

多磨霊園 

一般埋蔵施設 360か所 ３ 

合葬埋蔵施設（合葬式墓地） 640体 ５～７ 

樹林型合葬埋蔵施設（樹林墓地２号基） 2,430体 ８～10 

八柱霊園 

一般埋蔵施設 335か所 ２ 

芝生埋蔵施設 40か所 ２ 

合葬埋蔵施設（合葬式墓地） 1,540体 ５～７ 

小平霊園 

一般埋蔵施設 140か所 １ 

芝生埋蔵施設 ５か所 １ 

合葬埋蔵施設（合葬式墓地２号基） 500体 ５～７ 

八王子霊園 芝生埋蔵施設 160か所 １ 

青山霊園 
一般埋蔵施設 80か所 ３ 

立体埋蔵施設（第１区） 21か所 ４ 

谷中霊園 一般埋蔵施設 80か所 ３ 

雑司ケ谷霊園 
一般埋蔵施設 80か所 ３ 

樹林型合葬埋蔵施設（樹林墓地） 400体 ８～10 

染井霊園 
一般埋蔵施設 60か所 ３ 

立体埋蔵施設（第２区・第３区） 32か所 ４ 
 
 

 

 

 

 

令和８年度 都立霊園の使用者を募集します 
 
◆ 募集スケジュール 
・ 申 込 書 配 布    令和８年６月 12日（金）から７月３日（金）まで 

・ 申 込 期 間   同上 

・ 抽  選  日    令和８年８月 14日（金） 

・ 抽選結果発表    上記抽選日以降、都立霊園公式サイト等で発表 

・ 抽選結果通知    令和８年８月 31日（月）以降通知予定      

・ 使用許可証交付   令和８年 12月交付予定 
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◆ 使用料及び管理料 

 

(注１) 合葬埋蔵施設の「一定期間後共同埋蔵」とは、使用許可日から 20 年間個別に保管した後に共同埋蔵

するものであり、「直接共同埋蔵」とは、納骨時に速やかに共同埋蔵するものです。 

(注２) 樹林型合葬埋蔵施設（樹林墓地）は、死後は安らかに自然に還りたいという都民の思いに応えるた

めの墓地です。シンボルツリーの元に、多くの遺骨を一緒に埋蔵します。 

 

 

申込 

区分 
霊園・種別 使用料 年間管理料 

１ 

小平霊園  一般埋蔵施設 (1.85～6.00㎡) 1,546,600～5,016,000円 1,620～4,860円 

小平霊園  芝生埋蔵施設 (4.00㎡) 3,484,000円 4,160円 

八王子霊園  芝生埋蔵施設 (4.00㎡) 1,284,000円 4,160円 

２ 

八柱霊園  一般埋蔵施設 (1.55～5.90㎡) 320,850～1,221,300円 1,620～4,860円 

八柱霊園  芝生埋蔵施設 (4.00㎡) 968,000円 4,160円 

３ 

多磨霊園  一般埋蔵施設 (1.70～12.00㎡) 1,567,400～11,064,000円 1,620～9,720円 

青山霊園  一般埋蔵施設 (1.50～6.40㎡) 4,800,000～20,480,000円 1,620～5,670円 

谷中霊園  一般埋蔵施設 (1.50～3.90㎡) 2,680,500～6,969,300円 1,620～3,240円 

雑司ケ谷霊園 一般埋蔵施設 (1.50～1.70㎡) 3,216,000～3,644,800円 1,620円 

染井霊園  一般埋蔵施設 (1.50～2.00㎡) 2,467,500～3,290,000円 1,620円 

４ 

青山霊園  立体埋蔵施設 第１区 940,000円 
 

染井霊園  立体埋蔵施設 第２区・第３区 1,501,000円 

5～7 

八柱霊園 合葬埋蔵施設 

（一定期間後共同埋蔵）（注１） 

遺骨１・２体用 

遺骨・生前２・３体用 

生前１・２・３体用 

遺骨１体あたり 

131,000円 

 

八柱霊園 合葬埋蔵施設 

（直接共同埋蔵）   （注１） 

遺骨１体あたり 

 53,000円 

多磨霊園 合葬埋蔵施設 

（一定期間後共同埋蔵）（注１） 

遺骨１体あたり 

61,000円 

小平霊園 合葬埋蔵施設 

（直接共同埋蔵）２号基（注１） 

遺骨１体あたり 

58,000円 

8～10 

多磨霊園  

樹林型合葬埋蔵施設（注２） 

２号基 
遺骨１・２体用 

遺骨・生前２体用 

生前１・２体用 

遺骨１体あたり 

95,000円 

 

粉状遺骨１体あたり 

31,000円 

雑司ケ谷霊園 
樹林型合葬埋蔵施設（注２） 

遺骨１体あたり 

112,000円 

粉状遺骨１体あたり 

37,000円 
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◆ 申込資格の概要 
 
 〇 申込区分ごとに居住年数など申込資格が定められています。 

 〇 申込資格などの詳細は、「申込書」と併せて令和８年６月 12日(金)から配布する「申込みのしお 

り」をご確認ください。 

 

＜一般・芝生埋蔵施設＞ 

申込 

区分 
霊園・種別 居住要件 その他の主な要件 

１ 

小平霊園 

一般埋蔵施設 

芝生埋蔵施設 

八王子霊園 

 芝生埋蔵施設 

申込者は、都内に５年以上
継続して居住していること。 

一度も埋蔵（葬）、収蔵したことが
ない遺骨を持ち、申込者は、申込遺
骨の祭祀の主宰者であること。 
 
（申込遺骨は改葬遺骨でないこと） 
 
               等 

２ 

八柱霊園 

一般埋蔵施設 

芝生埋蔵施設 

申込者は、都内又は千葉県
松戸市に５年以上継続して居
住していること。 

申込者は、申込遺骨の祭祀の主宰
者であること。 

              等 

３ 

多磨霊園、青山霊園、 

谷中霊園、雑司ケ谷霊園、 

染井霊園 

一般埋蔵施設 

申込者は、都内に５年以上
継続して居住していること。 

＜立体埋蔵施設＞ 

申込 

区分 
霊園・種別 居住要件 その他の主な要件 

４ 

青山霊園 第１区 

染井霊園 第２区・第３区 

 立体埋蔵施設 

申込者は、都内に５年以上
継続して居住していること。 

申込者は、申込遺骨の祭祀の主宰
者であること。 

              等 

＜合葬埋蔵施設＞ 

申込 

区分 
霊園・種別 居住要件 その他の主な要件 

５ 

八柱霊園 

合葬埋蔵施設 

申込者は、都内又は千葉県
松戸市に３年以上継続して居
住していること。 

＜遺骨申込＞ 

申込遺骨のある方 
 
申込者は、申込遺骨の祭祀の主宰

者であること。 

２体用の場合、申込遺骨２体が夫
婦（事実婚関係を含む）、パートナー
シップ関係、親子又は兄弟姉妹であ
ること。 

           等 

多磨霊園、小平霊園２号基 

 合葬埋蔵施設 

申込者は、都内に３年以上
継続して居住していること。 

６ 
八柱霊園 

合葬埋蔵施設 

申込者及び存命の埋蔵予定
者は、都内又は千葉県松戸市
に３年以上継続して居住して
いること。 

＜遺骨・生前申込＞ 

申込遺骨のある方で、生前申込もす

る方 

 

２体用の場合、申込遺骨は申込者
と夫婦（事実婚関係を含む）、パート
ナーシップ関係、親子又は兄弟姉妹
であること。         
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６ 
多磨霊園、小平霊園２号基 

合葬埋蔵施設 

申込者及び存命の埋蔵予定
者は、都内に３年以上継続し
て居住していること。 

 
３体用の場合、申込遺骨及び（申

込者以外の）埋蔵予定者は、申込者
と夫婦（事実婚関係を含む）、パート
ナーシップ関係、親子又は兄弟姉妹
であること。 

等 

７ 

八柱霊園 

合葬埋蔵施設 

申込者及び存命の埋蔵予定
者は、都内又は千葉県松戸市
に３年以上継続して居住して
いること。 

＜生前申込＞ 
生前申込のみの方 
 
１体用の場合、申込者が埋蔵予定

者であること。 
２体用及び３体用の場合は、申込

者及び（申込者以外の）埋蔵予定者
は全員存命であり、申込者と夫婦（事
実婚関係を含む）、パートナーシップ
関係、親子又は兄弟姉妹であること。 
 
              等 
                                     

多磨霊園、小平霊園２号基 

合葬埋蔵施設 

申込者及び存命の埋蔵予定
者は、都内に３年以上継続し
て居住していること。 

＜樹林型合葬埋蔵施設＞ 

申込 

区分 
霊園・種別 居住要件 その他の主な要件 

８ 

多磨霊園２号基、雑司ケ谷

霊園 

樹林型合葬埋蔵施設 

申込者は、都内に３年以上
継続して居住していること。 

＜遺骨申込＞ 

申込遺骨のある方 
 
申込者は、申込遺骨の祭祀の主宰

者であること。 

２体用の場合、申込遺骨２体が夫
婦（事実婚関係を含む）、パートナー
シップ関係、親子又は兄弟姉妹であ
ること。           等 

９ 

多磨霊園２号基、雑司ケ谷

霊園 

樹林型合葬埋蔵施設 

＜遺骨・生前申込＞ 

申込遺骨のある方で、生前申込もす

る方 

 

申込遺骨は申込者と夫婦（事実婚
関係を含む）、パートナーシップ関
係、親子又は兄弟姉妹であること。 

   等 

10 

多磨霊園２号基、雑司ケ谷

霊園 

樹林型合葬埋蔵施設 

申込者及び存命の埋蔵予定
者は、都内に３年以上継続し
て居住していること。 

＜生前申込＞ 
生前申込のみの方 
 
１体用の場合、申込者が埋蔵予定

者であること。 
２体用の場合は、申込者及び（申

込者以外の）埋蔵予定者は全員存命
であり、申込者と夫婦（事実婚関係
を含む）、パートナーシップ関係、親
子又は兄弟姉妹であること。 
               等 

（注） 居住年数は、令和８年７月３日時点までの継続した期間のことです。 

祭祀の主宰者とは、申込遺骨に対して将来にわたりご遺骨及び墓所を守っていく方のことです。 

生前申込の申込者は、埋蔵予定者の一人となります。 
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◆ 申込方法 
 
  申込期間（令和８年６月 12日（金）～７月３日（金））内に、下記のいずれかの方法により、お申

込みください。申込みは、１人（１世帯）１か所の申込みに限ります。電話での申込みは受け付けし

ておりません。 

 

１．インターネット申込み 
 

下記ＵＲＬからお申込みください。インターネット申込みには、申込者情報の登録が必要です。

登録は令和８年６月 12日（金）から可能となります。令和８年７月３日（金）23時 59分までに申

込手続が完了しているものに限り、受け付けます。詳細は６月 12日（金）以降、下記ホームページ

をご覧ください。※ホームページ上でも「申込みのしおり」を掲載します。 
 

都立霊園公式サイト「TOKYO霊園さんぽ」https://www.tokyo-park.or.jp/reien/  

 

２．郵送申込み 
 
専用の「申込書」（「申込みのしおり」に綴じ込まれています）により、お申込みください。 

令和８年７月３日（金）までの消印があるものに限り、受け付けます。 

「申込みのしおり」は令和８年６月 12日（金）から７月３日（金）まで、次の場所で配布します。 

 

ア 都庁第一、第二本庁舎１階・２階の案内コーナー 

イ 各都立霊園および都立瑞江葬儀所の窓口 

ウ 都内各区市町村及び千葉県松戸市役所の窓口（配布窓口は、区市町村にお問い合わせください。） 

エ 公益財団法人東京都公園協会 霊園課 

 (〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町 2-44-１ 東京都健康プラザハイジア 16階)      
     

 
 

◆ お問い合わせ専用番号の設置 

募集する霊園、募集数、申込書の配布等についてお問い合わせ専用番号を設置いたします。 

 

  ナビダイヤル ０５７０－７８３－８０２ （通話料はお客様のご負担となります。） 

 

   ・ 設置期間   令和８年５月 29日（金）から７月３日（金）まで※ 

   ・ 受付時間   9:00から 17:00まで（土日も可） 

ただし、５月 30日（土）、31日（日）、６月６日（土）、７日（日）は除く。 

 

  ※ 専用番号の設置期間は、５月 29日（金）から７月３日（金）までですが、 

申込期間は６月 12日（金）から７月３日（金）までですので、お間違えのないようお願いします。 

 

 

◆ チャットボットのご利用について 
 
  応募方法などを対話形式でお答えするチャットボットを都立霊園公式サイト「TOKYO 霊園さんぽ」

https://www.tokyo-park.or.jp/reien/ にてご利用いただくことができます。 

 

   

◆ 個人情報の取扱いについて 
 

申込みの際に頂いた個人情報につきましては、当募集に関わるご案内のみに使用します。また、お

預かりした個人情報は、その保護について万全を期すとともに、ご本人の同意なしに第三者に開示・

提供することはございません。但し、法令等により開示を求められた場合を除きます。 

https://www.tokyo-park.or.jp/reien/
https://www.tokyo-park.or.jp/reien/
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都立霊園の埋蔵施設の例 

一般埋蔵施設（青山霊園） 

合葬埋蔵施設（八柱霊園） 

樹林型合葬埋蔵施設（多磨霊園２号基） 

芝生埋蔵施設（八王子霊園） 

一つのお墓に多くの方々の遺骨を共同

埋蔵する施設です。 

樹林の下に、遺骨（粉状遺骨を含む）を直接

土に触れる形で共同埋蔵する施設です。 

 

一般的な平面形式の埋蔵施設です。 一面芝生の平坦地に、等間隔に埋蔵施設

を配置しています。 

立体埋蔵施設（染井霊園第２区） 

使用許可日から起算して 20年間は遺骨

を施設内のカロート（納骨堂）に個別に

埋蔵し、その後は指定された区域のカロ

ートに共同埋蔵する施設です。 
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問い合わせ先  公益財団法人東京都公園協会霊園課 

電話 03-3232-3151 

       Eメール kouhou（at）tokyo-park.or.jp 

 

建設局公園緑地部公園課 

電話 03-5320-5393 

              Eメール S0000381（at）section.metro.tokyo.jp 

 

※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 

お手数ですが、（at）を@に置き換えてご利用ください。 

 


